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中日本高速道路株式会社予約駐車場利用約款 

中日本高速道路株式会社（以下「当社」という。）が管理する駐車場の内、株式会社 NEXCO システムソリ

ューションが提供する駐車場予約サイト（以下「予約サイト」という。）を通じて事前に予約する駐車場

（以下「予約駐車場」という。）を利用する際は、株式会社 NEXCO システムソリューションズの駐車場予

約サイト利用規約（以下「規約」という。）の他、以下の規定に従っていただきます。予約駐車場の利用

者（以下、「利用者」という。）は必ず規定の内容を確認してください。 

 

１．駐車のための「場所」の提供 

予約駐車場は予約時間における駐車のための「場所」を提供することを目的としたものであり、当社にお

いて車両を保管・管理するものではありません。また、予約駐車場内は自動車の駐車以外の用途には使用

できません。 

 

２．免責 

当社は、以下の各号のいずれについても当社の責に帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

(1)予約駐車場内における車両またはその積載物の盗難・紛失 

(2)他の利用者その他の第三者の行為または予約駐車場内に存在する車両、附属物もしくは積載物に起因

して発生した損害 

(3)以下の「3.駐車車両の制限」の違反に起因して発生した車両、その附属物またはその積載物の破損そ

の他の損害 

(4)利用者の判断により無理に入出庫したことに起因する車両、その附属物またはその積載物の破損 

(5)出庫に際しての待ち時間に関連し、または付随する損害 

(6)車両番号等の誤入力その他利用者の責に帰すべき事由により誤った予約を行った場合の損害 

(7)工事・催事等で交通規制があり車両の入出庫が制限されることにより発生した損害 

(8)天災地変、自然災害（地震・落雷・台風・洪水・降雪）、戦乱、暴動、火災その他の不可抗力、不正駐

車による出庫妨害、その他の第三者の行為、電力事情の変動等に起因して発生した損害 

 

３．駐車車両の制限 

(1)駐車することができる車両は、以下の車種区分ごとの規定に該当するものに限ります。個々の予約駐

車場において駐車可能車両につき特別の指定がある場合、その指定に従うものとします。 

①ダブル連結 

全長 21m超 25m以内、全幅 2.5m以内、フルトレーラ連結車 

当社が別に定める料金車種区分の内、特大車にあたるもの 

 

②特大 

全長 21m以内、全幅 2.5m以内 

当社が別に定める料金車種区分の内、特大車にあたるもの 
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③大型 

全長 12m以内、全幅 2.5m以内 

当社が別に定める料金車種区分の内、大型車にあたるもの 

 

④中型 

全長 12m以内、全幅 2.5m以内 

当社が別に定める料金車種区分の内、中型車にあたるもの 

 

(2) (1)に該当する車両でも、以下に該当する車両は駐車することができません。 

①車高調整機能及び可動式サイドステップ等を有し、車高等が変化する車両 

②エアロパーツまたは改造パーツ装着車等、予約駐車場機器、資材及び施設等との接触により予約駐車場

機器の動作障害または車両の破損等を起こすおそれがある車両 

③無登録車・車検切れ・故障車等、一般道路を走行することが禁じられている車両 

④自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両 

⑤自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両 

⑥仮登録中の車両等、車両の所有者の特定が困難な車両 

⑦危険物、有害汚染物質、悪臭発生、液汁漏出その他安全または衛生を害するおそれのある物を積載して

いる車両、その他予約駐車場の管理上支障のある車両 

 

４．予約駐車場の利用方法 

(1)予約駐車場の利用希望者は、予約サイトのウェブサイト上から、規約に従い利用を申込みください。 

(2)予約可能日や予約可能時間、予約可能車種区分等の詳細は当社が予約サイトのウェブサイト上に別途

定めるものとします。予約日の予約枠に空きがない場合、又は予約日が予約を受け付けていない場合は、

予約駐車場を利用できません。 

(3)予約駐車場に設置されている機器において予約車両であることが確認された場合、予約駐車場に入場

することができます。但し、申込時に誤って登録した場合や、当社の責めに帰すべからざる事由により予

約車両であることを認識できない場合は、当社が必要と判断した場合のみ、入場することができます。 

(4)予約駐車場内において、車種区分ごとに空いている駐車区画に駐車します。 

(5)予約した時間を超えて駐車することはできません。（利用料等が発生する予約について、予約した時間

を超えて駐車した場合は、超過理由を確認のうえ差額料金を請求する場合があります。） 

(6)予約に変更が生じる場合、予約日時の 3 時間前までに規約に従い予約サイトのウェブサイト上から処

理が必要となります。 

 

５．駐車料金 

(1)駐車料金は、予約サイトのウェブサイト上に別途掲載するものとします。 

(2)駐車料金は、規約に従い予約サイトのウェブサイト上からお支払いください。 

(3)予約時間中に予約駐車場を利用しなかった場合であっても、規約に定めるキャンセル処理を行わなか

ったときは、駐車料金は払い戻しされません。 
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(4)(3)に定めに拘らず、災害発生に起因して予約駐車場が利用できなかった場合等、当社が必要と判断し

た場合には、駐車料金の払い戻しを受けることができます。なお、会員の自己都合による遅延によるもの

はこれに含まれません。 

 

６．利用者の賠償責任 

利用者が規約、本約款もしくは当予約駐車場内に掲出された規定に違反した場合、または故意もしくは重

大な過失により予約駐車場機器・資材・施設等を破損させた場合は、それにより当社が被った損害（予約

駐車場の全部または一部の予約を停止しなければならない場合の営業逸失収益を含む）を賠償していただ

きます。 

 

７．他の規則の遵守 

本約款のほか、中日本高速道路株式会社供用約款、中日本高速道路株式会社の高速道路の料金徴収施設及

びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法、高速道路営業規則、ETC システム利用規程

及び ETC システム利用規程実施細則（以下、「他の規則等」という。）に従い予約駐車場を利用するものと

し、本約款と他の規則等で定める内容が異なる場合、他の規則等に定める内容を優先するものとします。 

 

８．本約款の変更 

当社は、利用者の事前の承認なしに、本約款について、その変更内容を予約サイトのお知らせに掲載する

方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、利用者に告知することにより変更することがあります。

この場合の変更の効力は、予約サイトのお知らせに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明

示した効力発効日より生ずるものとします。 

 


